
政
令
第
百
九
十
一
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
弁
理
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
許
審
査
の
迅
速
化
等
の
た
め
の
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一

部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条

第
四
項
及
び
弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。

別
表
を
削
る
。

（
弁
理
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

弁
理
士
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
六
号
中
「
過
誤
納
」
を
「
既
納
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
三
項
」



に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
手
続
に
際
し
て
す
る
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十

五
条
第
二
項
（
同
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
出

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

特
許
審
査
の
迅
速
化
等
の
た
め
の
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
弁
理
士
又
は
特
許
業
務
法

人
で
な
い
者
の
業
務
の
制
限
が
解
除
さ
れ
る
手
続
の
追
加
等
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及

び
弁
理
士
法
施
行
令
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


